
知るほど
なるほど

公正取引委員会公正取引委員会

中小企業庁 事業環境部取引課
〒100-8912 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL.03（3501）1511（代） http://www.chusho.meti.go.jp

北海道経済産業局 産業部中小企業課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1-1 札幌第1合同庁舎
TEL.011（709）2311（代）

東北経済産業局 産業部中小企業課
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎
TEL.022（263）1111（代）

関東経済産業局 産業振興部中小企業課
〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館
TEL.048（601）1200（代）

中部経済産業局 産業振興部中小企業課
〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
TEL.052（951）2748（直）

近畿経済産業局 産業振興部中小企業課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 合同庁舎第1号館
TEL.06（6966）6000（代）

中国経済産業局 産業部中小企業課
〒730-8531 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館
TEL.082（224）5661（直）

四国経済産業局 産業部中小企業課
〒760-8512 高松市番町1-10-6
TEL.087（831）3141（代）

九州経済産業局 産業部中小企業課
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東2-11-1福岡合同庁舎
TEL.092（482）5450（代）

沖縄総合事務局 経済産業部中小企業課
〒900-8530 那覇市前島2-21-7 カセサン沖縄ビル
TEL.098（862）1452（直）

公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部企業取引課
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
TEL.03（3581）3373（直） http://www.jftc.go.jp

北海道事務所 下請課
〒060-0042 札幌市中央区大通西12 札幌第3合同庁舎
TEL.011（231）6300（代）

東北事務所 取引課
〒980-0014 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎
TEL.022（225）7095（代）

中部事務所 下請課
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館
TEL.052（961）9424（直）

近畿中国四国事務所 下請課
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
TEL.06（6941）2176（直）

近畿中国四国事務所 中国支所取引課
〒730-0012 広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第4号館
TEL.082（228）1501（代）

近畿中国四国事務所 四国支所取引課
〒760-0068 高松市松島町1-17-33 高松第2合同庁舎
TEL.087（834）1441（代）

九州事務所 下請課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館
TEL.092（431）6032（直）

沖縄総合事務局 総務部公正取引室
〒900-0016 那覇市前島2-21-13 ふそうビル
TEL.098（863）2243（代）



「下請法」は、公正な下請取引を守ります！

親事業者から下請事業者へと発注されているさまざまな委託業務。このような下請取引で

は、仕事を委託する側の親事業者は、下請事業者よりも優位な立場にあると考えられます。

このため、親事業者の一方的な都合によって、下請代金の支払いが遅れてしまったり、代金

を不当に引き下げられたり、下請事業者が不利な扱いを受けている場合が少なくありません。

●

そこで、下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するため、独占禁止法の

特別法として制定されたのが「下請法（正式名称：下請代金支払遅延等防止法）」です。製

造業からサービス業まで、幅広い分野において適用対象となる取引を明確に示すとともに、

親事業者の禁止行為なども具体的に定めています。もし、違反が認められた場合には、簡

易な手続で迅速に改善を求め、下請事業者を守ることができる仕組みになっています。

目的（第1条） 下請取引の公正化・下請事業者の利益保護

親事業者、下請事業者の定義（第2条第1項～第8項）

親事業者の義務（第2条の2、第3条、第4条の2、第5条）及び
禁止行為（第4条第1項、第2項）並びに調査権（第9条）及び排除措置（第7条）

（1）●物品の製造委託・修理委託
●情報成果物作成委託・役務提供委託
（プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの）

（2）情報成果物作成委託・役務提供委託
（プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るものを除く）

資本金3億円超 資本金3億円以下（個人を含む）

資本金1千万円超3億円以下 資本金1千万円以下（個人を含む）

親事業者 下請事業者

資本金5千万円超 資本金5千万円以下（個人を含む）

資本金1千万円超5千万円以下 資本金1千万円以下（個人を含む）

親事業者 下請事業者

（1）のア及びイに
違反したときは
50万円以下の罰金
（第10条）

（2）の禁止行為を
行ったときは
勧告措置
（第7条）

公

正

取

引

委

員

会

中小企業庁

当該下請取引に係
る事業の所管省庁

調査・検査（第9条）

措
置
請
求
（
第
6
条
）
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1

2

3

下請法の概要

ア 注文書の交付義務（第3条）

イ 書類作成・保存義務（第5条）

ウ 下請代金の支払期日を定める義務（第2条の2）

エ 遅延利息支払義務（第4条の2）

ア 受領拒否の禁止（第4条第1項第1号）

イ 下請代金の支払遅延の禁止（第4条第1項第2号）

ウ 下請代金の減額の禁止（第4条第1項第3号）

エ 返品の禁止（第4条第1項第4号）

オ 買いたたきの禁止（第4条第1項第5号）

カ 物の購入強制・役務の利用強制の禁止
（第4条第1項第6号）

キ 報復措置の禁止（第4条第1項第7号）

ク 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
（第4条第2項第1号）

ケ 割引困難な手形の交付の禁止（第4条第2項第2号）

コ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
（第4条第2項第3号）

サ 不当なやり直し等の禁止（第4条第2項第4号）

（1）義務

（2）禁止行為



資本金区分と取引内容で、対象となる取引を定めています。

「下請法」では、取引を委託する事業者の資本金、受注する事業者の資本金等によって、「親事業者」「下
請事業者」を定義しています。取引の内容に応じて規定されている資本金区分（下記）に該当する場合、そ
の取引は下請取引となります。

「下請法」の対象となる取引は、その委託される内容によっても条件が定められています。「製造委託」「修
理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」と大きく4つの取引内容に大別されており、その適用対象
となる取引内容は多岐にわたります。

製造委託
物品の販売や製造を営む事業者（製造業者、販売業者など）が、規格、品質、

形状、デザイン、ブランドなどを細かく指定して、他の事業者に物品の製造や加
工などを依頼することをいいます。ここでいう「物品」とは動産のことを指しており、
家屋などの建築物は対象に含まれません。

家屋などの建築をはじめ、建設工事に関する請負契約

は、建設業法による規制の対象で、下請法の対象外と

なっています。ただし、建設資材や部材を販売している

建設業者が商品の製造を外部委託する場合は「製造委

託」、また、建設業者が設計図面の作成を委託する場合

は「情報成果物作成委託」の対象となります。

建設業における下請法の対象取引

例えば、取扱説明書の制作と印刷を併せて発注する場

合、制作は「情報成果物作成委託」、印刷は「製造委託」

に当たるため、それぞれの取引内容に応じた資本金区分

で下請法の対象になるかを判断します。ただし、これらを

一つの取引として発注する場合、どちらかの資本金区分

に該当すれば、その取引全体が下請法の対象となります。

情報成果物作成委託と製造委託を同時に行う場合の資本金基準

43

資本金によって、親事業者と下請事業者を定義しています。 製造業からサービス業まで、幅広い取引が対象です。

修理委託

情報成果物作成委託

役務提供委託

親事業者 下請事業者 親事業者 下請事業者

製造委託・修理委託及び一部の情報成果物作成委託・役務提供委託*1

情報成果物作成委託、役務提供委託*2

親事業者 下請事業者 親事業者 下請事業者

*2：プログラム作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係るものを除く

*1：プログラム作成、運送、物品の倉庫保管及び情報処理に係るもの

3億円

（資本金）

1千万円1千万円

3億円

（資本金）

5千万円

（資本金）

1千万円1千万円

5千万円

（資本金）

物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自
社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者
に委託することなどをいいます。

ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成
を営む事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成
果物の代表的な例としては、次のものを挙げることができ、物品の附属品・内蔵
部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいます。
（例）・プログラム（ゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラムほか）

・映像や音声、音響などから構成されるもの（テレビ・ラジオ番組、CM、映画ほか）
・文字、図形、記号などから構成されるもの（設計図、各種デザイン、雑誌広告、報告書ほか）

運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を営む事業者が、請け
負った役務を他の会社に委託することをいいます。ただし、建設業を営む事業者
が請け負う建築工事は、役務には含まれません。
（例）・貨物運送（自動車、船舶ほか）、メンテナンス（ビル、自動車、機械ほか）

・顧客サポート（アフターサービス、コールセンター）ほか
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部品の製造、加工から修理業務まで、さまざまな委託取引が対象になっています。
下
請
法
の
適
用
対
象 例えば製造委託では…

物品の販売を営む会
社が、その物品や部品
などの製造を社外に委
託する場合です。

事業者、一般消費者等

親事業者

下請事業者

販売

納入製造委託

物品の製造を請け負
う会社が、その物品や
部品などの製造を社外
に委託する場合です。

発注元（事業者、官公庁等）

親事業者（元請）

下請事業者

製造発注

納入製造委託

納入

物品の修理を営む会
社が、修理用の部品の
製造などを社外に委託
する場合です。

親事業者

（修理に必要な部品等）

下請事業者

納入製造委託

自社で使用する物品
を自社で製造している
会社が、その物品や部
品の製造を社外に委託
する場合です。

親事業者

（自社で製造している
自家使用・消費の物品）

下請事業者

納入製造委託

自動車メーカー 部品メーカー

自動車の部品の製造を委託

デパート・スーパー 食品メーカー

プライベート・ブランド食品の製造を委託

出版社 印刷会社

書籍や雑誌などの出版物の印刷を委託

精密機器メーカー 部品メーカー

受注生産する精密機械に用いる部品の製造を委託

家電メーカー 部品メーカー

販売した製品の修理に必要な部品の製造を委託

工作機器メーカー 部品メーカー

自社で使用する工作機械の修理に必要な部品の製造を委託

工作機器メーカー 部品メーカー

自社で使用する特殊機器を自社で製造している会社が
一部の部品の製造を委託

精密機器メーカー 資材メーカー

製品運送用の梱包材を自社で製造している会社が
その梱包材の製造を委託

建築材メーカー 資材メーカー

受注生産する建築材に用いる原材料の製造を委託

金属製品メーカー 金型メーカー

受注生産する金属製品の製造に用いる金型の製造を委託

工作機械メーカー 金属メーカー

受注生産する工作機械に用いる材料の製造を委託

電機メーカー 金型メーカー

電気製品の部品製造に必要な金型の製造を委託

例えば修理委託では…

物品の修理を請け負
う会社が、社外に修理
を委託する場合です。

発注元（事業者、官公庁等）

親事業者（元請）

下請事業者

納入

納入修理委託

修理発注

自動車ディーラー 修理会社

請け負った自動車の修理作業を委託

船舶修理会社 修理会社

請け負った船舶の修理作業を委託

自社で使用する物品
の修理を自社で行って
いる会社が、社外に修
理の一部を委託する場
合です。

貨物運送会社 修理会社

貨物用リフトを社内で修理している会社が、修理作業を委託

工作機器メーカー 修理会社

自社工場の設備等を社内で修理している会社が
修理作業を委託

親事業者

（自社で修理している
自家使用の物品）

下請事業者

納入修理委託

c a s e 3 c a s e 1

c a s e 4 c a s e 2

c a s e 2c a s e 1
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ソフトウェア作成から貨物運送までサービス分野にも幅広く適用されています。
下
請
法
の
適
用
対
象 例えば情報成果物作成委託では…

情報成果物の販売等
をする会社が、情報成
果物の作成を社外に委
託する場合です。

事業者、一般消費者等

親事業者

下請事業者

提供

納入作成委託

発注元（事業者、官公庁等）

親事業者（元請）

下請事業者

作成発注

納入作成委託

納入

親事業者

（自社で作成している
自家使用の情報成果物）

下請事業者

納入作成委託

ソフトウェア・メーカー ソフトウェア・メーカー

ゲームソフトや汎用アプリケーションソフトの開発を委託

放送事業者 番組制作会社

テレビやラジオ番組の制作を委託

アパレル・メーカー デザイン会社

商品（衣料品）のデザイン作成を委託

広告会社 ＣＭ制作会社

クライアントから受注したＣＭの制作を委託

家電メーカー ソフトウェア・メーカー

内部のシステム部門で作成する自社用経理ソフトの
作成の一部を委託

広告会社 デザイン会社

コンペ提出用のデザイン作成を委託

ソフトウェア・メーカー ソフトウェア・メーカー

事務用ソフトの開発会社が自社向けの会計ソフトの作成を委託

番組制作会社 音響制作会社・脚本家

請け負って制作するテレビ番組のBGMや脚本などを委託

建設会社 建築設計会社

請け負った建築設計図面の作成を外部に委託

ソフトウェア・メーカー 顧客サービス代行会社

販売ソフトのコールセンター業務を委託

自動車メーカー 自動車整備会社

販売した自動車の保証期間内のメンテナンス作業を委託

工作機械メーカー ソフトウェア・メーカー

受注生産する工作機械に内蔵するプログラムの開発を委託

家電メーカー マニュアル制作会社

製品の取扱説明書の内容の作成を委託

例えば役務提供委託では…

役務の提供を営む会
社が、役務の全部又は
一部を社外に委託する
場合です。

事業者、官公庁、一般消費者等

親事業者

下請事業者

提供

提供委託

委託

貨物運送業者 トラック運送会社

請け負った貨物運送業務のうち、一部経路の業務を委託

ビルメンテナンス会社 清掃会社

請け負ったメンテナンス業務の一部であるビル清掃を委託

デジタルコンテンツ会社 ホームページ制作会社

自社ホームページのコンテンツの作成を委託

情報成果物の作成を
請け負う会社が、情報
成果物の作成に関する
作業を社外に委託する
場合です。

自社で使用する情報
成果物を自社で作成し
ている会社が、情報成
果物の作成を社外に委
託する場合です。

c a s e 3c a s e 2c a s e 1



発注内容が固まったら、
別に書面を交付するので、
内容が決まっている所から
作成をお願いします。

発注内容が固まったら、
別に書面を交付するので、
内容が決まっている所から
作成をお願いします。

わかりましたわかりました

取引に当たって、親事業者には４つの遵守義務があります。
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発注時には、発注書面を交付する必要があります。

口頭発注によるトラブルを未然に防止するため、親事業者は発注に当たって、発注内容に関する具体的
記載事項（10ページ参照）をすべて記載した書面を交付する義務があります。
ただし、試作品の製造、修理委託など、事前に下請代金が算定できない場合などは、下請代金の算定方

法を正式単価の替わりに記載することが認められています。この他にも正当な理由があって、発注書面に記
載できない項目がある場合は、内容が決まり次第、補助書面を交付して通知することが認められています。

①親事業者及び下請事業者の名称（番号、記号等による記載も可）

②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

③下請事業者の給付の内容

④下請事業者の給付を受領する期日（役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間）

⑤下請事業者の給付を受領する場所

⑥下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日

⑦下請代金の額（算定方法による記載も可）

⑧下請代金の支払期日

⑨手形を交付する場合は、その手形の金額（支払比率でも可）と手形の満期日

⑩一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額

又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

⑪原材料等を有償支給する場合は、その品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法

発注書面に必要な具体的記載事項

注文書
殿 平成○年○月○日

○○○株式会社

品名及び規格・仕様等

納期 納入場所 検査完了期日

数量（単位） 単価（円） 代金（円） 支払期日 支払方法

注文書
殿

○○○株式会社

注番 注文年月日 納期 納入場所

品名・規格 数量（単位） 単価（円）

検査完了期日 支払期日 支払方法 有償支給原材料代金の決済期日及び決済方法

金額（円）

数量（単位）原材料引渡日有償支給原材料の品名原材料

先持　有償　無償

単価（円） 金額（円）

不当な支払期日の変更、支払遅延により、下請事業者の経営が不安定になるこ
とを防止するため、親事業者は下請事業者と合意の上で、下請代金の支払期日を
事前に定めることが義務付けられています。この場合、支払期日は納入された物品の
受領後60日以内で、かつ、できる限り短い期間になるように定めなければいけません。

製造委託をはじめとする下請取引が完了した場合、親事業者は給付内容、下請代
金の金額など、取引に関する記録を書類として作成し、2年間保存することが義務付
けられています。親事業者の違反行為に対する注意を喚起するとともに、迅速、正
確な調査や検査に資することを目的としています。

親事業者が、支払期日までに下請代金を支払わなかった場合、下請事業者に対
して遅延利息を支払う義務があります。遅延利息は、納品日から60日を経過した日
から実際に支払いが行われる日までの期間、未払金額に年率14.6％を乗じた金額
となっています。

60日
以内
60日
以内

2年間
保存
2年間
保存

年率
14.6％
年率
14.6％

納品日から納品日から

遅延利息は遅延利息は

取引記録を取引記録を

発注時に、支払期日を定める必要があります。

取引記録の書類を作成・保存する必要があります。

支払いが遅れたら、遅延利息を支払う必要があります。

製造委託

情報成果物作成委託

発注書面サンプル（規則で定められた事項を1つの書式に網羅した場合）



親事業者の次のような行為は禁止されています。
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親
事
業
者
の
禁
止
行
為 受領拒否受領拒否 下請代金の減額下請代金の減額 受領拒否

下請事業者に責任がないのに、発注した物品・
作成物の受領を拒否することです。発注の取消し、
納期の延期などで納品物を受け取らない場合も、受
領拒否に当たります。

在庫の余剰を理由に、発注した衣料品の一部をキャ
ンセルし、受領を拒否する。

買いたたき買いたたき

発注する物品・作成物・役務に通常支払われる対
価に比べ、著しく低い下請代金を一方的に定めるこ
とです。通常支払われる対価とは、同種又は類似し
たものの一般的な市価です。下請代金は、下請事
業者と事前に協議の上、定めることが必要です。

荷主からの料金引下げ要請を理由に、下請代金を一
方的に引き下げる。

下請事業者に責任がないのに、発注時に決定し
た下請代金を発注後に減額することです。協賛金の
徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額
に関わらず、あらゆる減額行為が禁止されています。

輸出向け製品に用いた部品を特別処理として、当初
の発注価格から減額する。

ユーザーサポート業務を委託したが、問い合わせ件数
が少なかったことから減額する。

報復措置報復措置

親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企
業庁に知らせたことを理由に、その下請事業者に対
して取引数量の削減・取引停止など、不利益な扱
いをすることです。

下請代金の支払
遅延下請代金の支払
遅延

発注した物品等の受領日から、60日以内で定めら
れている支払期日までに下請代金を支払わないことで
す。物品等の検査、検収に日数がかかる場合でも、納
品後60日以内に支払わなければ支払遅延となります。

納入されたプログラムの検査に3ヶ月を要したため、支
払いが納入後60日を経過する。

一定量の部材を倉庫に納品させ、使用高払いをして
いたため、支払いが納品後60日を経過する。

物の購入強制・役
務の利用強制物の購入強制・役
務の利用強制

有償支給原材料等の
対価の早期決済有償支給原材料等の
対価の早期決済

下請事業者に発注する物品の品質を維持するな
ど、正当な理由がないのに、親事業者が指定する
物（製品、原材料、マンション等）、役務（保険、リ
ース等）を強制して購入、利用させることです。

自社工場に乗り入れられる車種を制限し、自社製車輌
の購入を強制する。

仕事を発注するに当たり、自社が指定する会社の損
害保険契約を強制する。

不当返品不当返品

下請事業者に責任がないのに、発注した物品・
作成物を受領後に返品することです。不良品などが
あった場合には、受領後6か月以内に限って、返品
することが認められています。

生産計画の変更を理由に、余剰になった部品を製造
元に返品する。

従来の検査基準を満たしている生地を不良品として
返品する。

親事業者が有償支給する原材料等で、下請事業
者が物品の製造等を行っている場合、その原材料等
が用いられた物品の下請代金の支払日より早く、原
材料等の対価を支払わせることです。

加工期間を考慮せず、原材料を支給した直後の下請
代金支払日に原材料費を決済する。

スーパー 衣料品メーカー

放送事業者 番組制作会社

家電メーカー 部品メーカー

ソフトウェア・メーカー サービス代行会社

ソフトウェア・メーカー ソフトウェア・メーカー

精密機械メーカー 部材メーカー

電気機器メーカー 部品メーカー

衣料品メーカー 繊維加工メーカー

運送会社 運送会社

精密機器メーカー 電子メーカー

自動車メーカー 各納入業者

家電メーカー 部品メーカー

食品メーカー 食品加工会社

金属メーカー 部品メーカー

部品の大量発注を前提とした単価を、少量発注の単
価として適用する。

親事業者の指定した出演者の不祥事による放送中止
を理由に、完成している番組VTRテープの受領を拒否
する。

半年分の原材料をまとめて買い取らせ、その原材料で
作られる製品の代金を支払うより前に原材料の代金を決
済する。
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親
事
業
者
の
禁
止
行
為 割引困難な手形の

交付割引困難な手形の
交付

下請代金を手形で支払う際、銀行や信用金庫な
ど、一般の金融機関で割引を受けることが困難な手
形を交付することです。長期の手形（繊維業は90日、
その他は120日）も禁止されています。

親事業者が自己のために、下請事業者に金銭や
役務、その他の経済上の利益を不当に提供させる
ことです。下請代金の支払いとは独立して行われる、
協賛金、従業員の派遣などの依頼が該当します。

海外で金型を製造するため、従来、金型を製造してい
た会社に図面を無償提供させる。

自社で配送業務を行う小売業者が、委託先の運送会
社に店舗の営業を手伝わせる。

不当な給付内容の
変更、やり直し不当な給付内容の
変更、やり直し

発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、受領
した後にやり直しや追加作業を行わせる場合に、下
請事業者が作業に当たって負担する費用を親事業者
が負担しないことです。

委託した清掃業務の発注を取り消し、清掃会社が手
配に要した費用を負担しない。

担当者の異動に伴い制作方針が変わり、費用を負担
せずにデザインを変更させる。

違反行為を厳しく取り締まっています。

親事業者に
対する書面調査

下請事業者に
対する書面調査

下請事業者等
からの申立て

・公表
・改善報告書
（又は計画書）の提出

中小企業庁長官
からの措置請求

当該下請取引に係る事業の
所管官庁・関係公的機関
（下請企業振興公社等）
からの通知

勧告

親事業者に対する調査・検査

警告

改善報告書
（又は計画書）の提出

違反事実なし等

公正取引委員会及び中小企業庁では、下請取引が公正に行われてい
るか否かを把握するため、毎年、親事業者、下請事業者に対する書面調
査を実施しています。また、必要に応じて、親事業者の保存している取引
記録を調査したり、立入検査なども実施しています。

親事業者が下請法に違反した場合、それを取り止めて原状回復させる
ことを求めるとともに、再発防止などの措置を実施するよう、改善勧告を
行っています。また、この勧告が行われた時点で、必要に応じて、その旨
を公表できるようになっています。

親事業者が次のような違反行為を行った場合には、違反者である個人、
そして親事業者である会社も罰せられます。罰金の上限額は、最高50万
円となっています。

書面調査、立入検査を行っています。

改善勧告、勧告の公表を行っています。

最高50万円の罰金が科せられます。

・発注内容等を記載した書面の交付義務違反　
・取引内容を記載した書類の作成・保存義務違反
・報告徴収に対する報告拒否、虚偽報告　
・立入検査の拒否、妨害、忌避

機械メーカー

デパート・スーパー 運送会社

金型メーカー

ビルメンテナンス会社 清掃会社

広告会社 デザイン会社

下請法事件処理フローチャート

不当な経済上の利
益の提供要請不当な経済上の利
益の提供要請



下請代金支払遅延等防止法
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（目的）
第一条

（定義）
第二条

（下請代金の支払期日）
第二条の二

（書面の交付等）
第三条

（親事業者の遵守事項）
第四条
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（遅延利息）
第四条の二

（書類等の作成及び保存）
第五条

（中小企業庁長官の請求）
第六条

（勧告）
第七条

（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係）
第八条

（報告及び検査）
第九条

（罰則）
第十条

第十一条

第十ニ条

附則
附則
附則
附則
附則
附則
附則
附則

（施行期日）

（経過措置）

（罰則に関する経過措置）

附則
（施行期日）

附則
（施行期日）


